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Ⅰ 学校安全のための取組 

 

 １ 施設，設備に関するもの 

(1) 玄関・正門などに，「来校の際は，職員室にお申し込みください。」の張り紙 

(2) フェンス・窓ガラス・施錠等の破損状況を常に確認してください。 

 

 ２ 人的な対応に関するもの 

  (1) 来訪者への対応  

       ア 来訪者に対しては，必ず声をかける。 

    イ 来客用名札の着用をお願いする。 

  (2) 校内巡視 

    ア 常に不審者に気をつける。 

       イ 校内連絡体制を確立する。 

(3) 校内の安全管理体制（職員体制） 

       ア 緊急時の対応研修 

       イ 生徒の通学路，通学方法及び緊急避難場所の確認 

    (4) 生徒への対応 

       ア 緊急時における対応マニュアルの確認 

       イ 出席状況，遅刻，早退等を把握する。 

       ウ 「子どもの家１１０番」の所在地，緊急の場合の駆け込みについて指導する。 

 

 ３ 連絡，連携 

    (1) 教育委員会との連絡方法の確認 

    (2) 白岳小学校・広地区各中学校との情報交換・連携 

    (3) ＰＴＡ 

       ア 災害時のマニュアル配付 

       イ 通信等で理解を深める。 

    ウ 「tetoru」での配信 

       エ 生徒の安全について，家庭での話し合いの充実を働きかける。 

    (4) 警察 

       ア 防犯教室等，安全教育の実施 

       イ パトロールの要請 

    (5) 地域 

       ア 「子どもの家１１０番」の所在地を確認し，協力を依頼する。 

       イ 声かけの以来をする。 

       ウ その他諸団体との連携 
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Ⅱ 救急処置計画 

 

１ 事故発生時の対応  
  (1) 初期の対応 

   ア 救急処置をする。事故者を一人にしないようにし，励まし続ける。 

   イ  速やかに関係者に連絡する。 

   ウ  周りにいる生徒へ指示・指導をする。 

    エ 発生時の状況を把握する。（原因，経過，状況） 

          

 (2) 移送，下校 

     ア 医療機関へは，救急車，タクシー，公用車と認める車を使用する。 

         （救急車には，事故の状況をよく把握している者が同乗する。） 

   イ  家庭に返すときは，原則として保護者へ迎えにきてもらう。 

 

 (3) 保護者との連携 

     ア 原則として担任が行うこととし，必要に応じて養護教諭が行う。 

     イ 保護者に，病院へ保険証と治療費を持っていってもらう。 

      

 

  (4) 関係機関との連携 

     ア 医療機関・・・原則として養護教諭が行う。（緊急の場合以外は，保護者に連絡後， 

           医療機関へ） 

     イ 教育委員会・・・校長・教頭が行う。 

     ウ 日本スポーツ振興センターへの手続き・・・養護教諭が行う。 

 

  (5) 事後処置 

原因を確かめて，必要に応じて校内指導を行う。 

 

 救急車要請       

 ・意識不明  ・広範囲の熱傷   ・呼吸停止  ・痙攣の持続するもの 

       ・ショック状態   ・外傷による著しい出血 

 

 

     【救急車要請時の電話のかけ方】 

 １  １１９番（局番なし） 

 ２   「救急車をお願いします。」 

 ３    学校名（白岳中学校） 

 ４  住所（呉市広駅前２丁目１１－１） 

 ５  校内の○○です。 

 ６  負傷者の人数，年齢，性別 

 ７  症状 

   ＊ 救急車の到着までの観察事項，処理事項を記録しておき，

   救急隊員に引き継ぐ。 

   ＊ 学校の入り口付近でサイレンを止め，誘導する。 

    誘導のため，職員を要所に配置する。 
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Ⅲ 緊急時の対応 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                

       

 

 対応                                                報告   

                                                                                

                                                                                

                                                                                

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

                                                                                

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故現場 発見者 

担  任 校長・教頭 養護教諭 

応急処置 

医療機関へ搬送 
市教育委員会へ報告 

事実確認と時系

列の正確な記録 

被害者，加害者，

保護者に連絡 

対応 

全職員への事故の状況報告 
(学級指導，安全教育の検討，当該生徒への配慮) 

 

日本スポーツ振興センター

学校安全課 

２５－３４５６ 
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Ⅳ 不審者への対応 

  ○不審者への対応（事前の対応） 

 

 

 

 ○不審者への対応 

 

 

 

 

 

 

教職員が発見 

 

他の教職員と連携して 

職員室に連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒が発見 

 

教職員に知らせる 

 

職員室に連絡 

 

 

    複数の教職員による対応                     

          声かけ等により不審者と認定 

 

 

 

 ・ 校内放送で全教職員に対して不審者の侵入を伝える。 

 「××中失礼します。白岳先生は，○○へお越しください。」 

＊ 白岳先生は，不審者の暗号     ○○は，不審者の場所 

 

 

 

【生徒】授業者の指示で安 

   全な場所で待機 

 

 

 

 

 

 

【連絡】校長の判断で 

       警察・市教委へ通報 

 

 

 

 

 

 

【現場】空いている教職員 

   が現場へ向かう。 

 

 

 

         不審者退校                                       緊急事態発生 

 

 

  

 

 

 

 

 

職員室・事務室に連絡 

 

放送等で生徒の避難，誘導 

 

・ 広地区の学校に緊急連絡 

・ 教育委員会に連絡し，下校させる

かどうか判断 

・ 緊急連絡網等で保護者に連絡 

・ 連絡がつかない生徒は学校で待機 

② 校外に逃亡した場合 

 

・ 緊急連絡網で保護者に

連絡し，下校時の安全確

保 

① 警察による身柄確保 

 

・ 校内放送で連絡 

・ 教育委員会へ報告 

・ 全教職員へ状況説明 

けが人等に対して 

・ 救急車の要請と応急手当 

・ 保護者に連絡 ＊ 心のケアー等，事後指導を万全に行う。 

不審者の発見 

Ａ 校門 防犯カメラで確認 

Ｂ 校門から校舎入り口 

 来訪者・保護者の通行場所・受付場所の指定 

Ｃ 校舎への入口 

来訪者・保護者の名札の着用部外者への躊躇

ない声掛け・確認 
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○関係機関への連絡体裁 

 

 １ １１０番への通報 
 

       ＊ 警察からの依頼・・不審者を逮捕するため，すぐ１１０番通報してほしい。 

 

           １１０番通報の仕方 

 

 １ １１０番（局番なし） 

 

 ２ 白岳中学校の○○です。 

 

 ３ 不審者の件で，一報入れます。 

 

  ＊ これ以後は，警察の質問に答えてください。 

 

 

 

 ２ 関係機関への連絡 

   (1) 教育委員会，近隣の学校，警察 

 

  (2) 必要に応じて，呉子ども１１０番の家，自治会等の関係機関 

 

           連絡内容 

 

１ 白岳中学校の○○です。 

 

２ 不審者の件で，一報入れます。 

 

３ 今日，○時○分 

 

４ ○○場所で 

 

５ ○年の（男子・女子）生徒が， 

 

６ 不審な（男・女）に○○されました。 

 

７ その不審者の特徴は，（服装，伸長，髪型，・・

  ・・） です。 

 

 

          広警察署  電話７５－０１１０ 
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Ⅴ 食中毒の対応 

 

○ 食中毒の早期発見のためのフォロー図 

 

［生徒の欠席状況］ 

□ 異常なし 

□ 欠席多数         □ 校長（教頭）に連絡する。 

             《校長，教頭，保健主事，養護教諭等と協議》 

 

           □ 欠席理由を把握する。 

 

              □ 共通の症状はない。 

 

              □ 腹痛，下痢，発熱，おう吐が共通に見られる。 

                ＊原則として教頭が学校医に連絡して，指示を求める 

 

                 □ 食中毒(疑いを含む)なし 

  

                 □ 食中毒(疑いを含む)あり 

                      

                    □ 教育委員会（保健所）へ報告する。 

                    □ 医療機関への受診を指導する。 

 

［生徒の健康観察］ 

□ 異常なし 

□ 欠席多数         □ 校長（教頭）に連絡する。 

             《校長，教頭，保健主事，養護教諭等と協議》 

 

           □ 欠席理由を把握する。 

 

              □ 共通の症状はない。 

 

              □ 腹痛，下痢，発熱，おう吐が共通に見られる。 

                ＊原則として教頭が学校医に連絡して，指示を求める 

 

                 □ 食中毒(疑いを含む)なし 

  

                 □ 食中毒(疑いを含む)あり 

                    □ 保健所へ届ける 

                    □ 教育委員会へ報告する。 

                    □ 医療機関への受診を指導する。 

 

 

 

 

 

 

二井谷内科 

 ７１－３７００ 

 

東保健所(予防課) 

 ７１－９１７６ 
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○ 食中毒発生時の対応 

 

       １ 対応体制 

 

           ＊ 食中毒発生の場合は，次の処理体制において速やかに対応する。 

 

班 内      容 責 任 者 

総  括 

・ 呉市教育委員会への連絡 

 

・ 事案対応の総括 

 

・ 報道機関への対応 

校   長 

連絡調整 

・ 保健所への連絡 

 

・ 学校医への連絡 

 

・ 健康調査班，給食施設班との連絡調整 

 

・ 学校概要，クラス別児童名簿，職員名

 簿の準備 

教   頭 

給食施設 

・ 保存食の状況確認 

 

・ 保健所による調査への対応 

保 健 主 事      

健康調査 

・ 生徒の健康状況の調査把握，整理 

 

・ 保護者への情報提供の整理 

 

・ 保健所による発病状況調査への協力 

 

・ 検便容器の配布・回収 

養 護 教 諭      

 

 

 

 

     ２ 早期発見体制の整備 

 

       (1) 日々の生徒の健康観察において，異常の発見に努め，把握整理する。 

       (2) 出席者，欠席者のうち症状を呈している生徒があるときは，速やかに主治医の 

     診断を受けるように指導し，必要な処置を講じる。 
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Ⅵ 水害への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②登校前の対応 

午前６時３０分の時点で呉地域に一つ以上の警報が発表されている場合 

(1)  終日臨時休業とする。 
(2)  午前６時３０分に tetoru・ＨＰで情報を発信します。 

 

 
 

 
 

台風等，大雨洪水警報が発表された場合 

＊呉市教育委員会，

白岳小，広地区中学

校と連携し，判断す

る。 

テレビ，ラジオ，気象台，インターネット等による気象情報，

市役所等による河川・道路等の情報収集を行なう。 

現在，小康状態であ

る，今後災害が予想され

る場合 

雨が降り続いており，河川増

水，氾濫，崖崩れ等も予想される

場合 

通常の下校時間で，生徒の

下校が可能と判断した場合 

生徒の下校が危険と

判断した場合 

通学路等を確認し，生

徒を下校させる。 

生徒は，学校に待機

し， 

① 保護者に連絡を取

り，迎えを依頼する。 

② 市教委と連絡を取

り，タクシー，公用

車で自宅へ送る。 

下校が可能な地

域と可能でない地

域を判断する。 

下 校 可

能 な 地 域

は，速やか

に 下 校 さ

せる。 

下校不可能な地域

の生徒は，保護者，

市教委と連絡を取

り，避難場所あるい

は，帰宅方法が確定

するまで学校で待機

する。 

帰宅後は，連絡網等により担任が全ての生徒の下校を確認する。 

災害がすで
に発生し た
場合 
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Ⅶ 火災への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災発生 

教職員による発見 生徒による発見 火災報知器の鳴動 

大声又は火災報知器で事務室・職員

室に知らせる。 
現場を確認する。 

教職員の分担を指示する。(本部) 
初期消火を 

行なう。 

放送により，生徒を安全な場

所に避難させる。(本部) 

「緊急放送をします。○○で

火災が発生しました。避難経路

を通って避難して下さい。」 

（雨天，積雪時は，危険でなけ

れば体育館に避難する。） 

呉市消防局に連絡する。(119 番) 

（本部） 

「火災です。場所は，呉市立

白岳中学校です。○○階の○○

室が少し (激しく )燃えていま

す。現在のところ，逃げ遅れは

ないようです。 

可能な

限り「非

常持出」

の 物 品

を，安全

な場所に

搬 出 す

る。 

 

呉市教

育委員会

へ通報す

る 

(本部) 

生徒を誘導し，授業担当又は

学級担任が生徒の人数を把握

し，校長に報告する。 

 

消防署員到着後は，消防

署員の指示に従う。 

 

負傷者がいれば，救急車が到着するまで応急処置を行う。 
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Ⅷ 地震発生時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生 

（身体の安全確保）揺れがおさまるまで，机の下等にもぐり身の安全を確保する。 

（避難口の確保） 

前後のドアを開けるよう指示

する 

（危険物の処理） 

電気・ガス・ストーブ・薬品等の

危険物を確実に処理する。 

 

（状況の把握） 

テレビ・ラジオ等で状況を把

握する。 

（校内の安全確認） 

校舎の破壊，ガラスの破損等はな

いかを調べる。 

（避難の必要がない場合） 

平常通り学校生活を行う。 

（避難が必要な場合） 

避難経路を通って避難場所に避

難するように放送で指示をする。 

（避難誘導） 

放送の指示により，頭部を保護し

ながら，上靴のまま避難させる。 

 

（人員確認） 

学級担任が生徒の人数を確認し，

校長に報告する。 

（対策協議） 

市教委と連携を取り，下校等の対

策を協議する。 
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Ⅸ 津波への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波発生報道 

テレビ，ラジオ，気象台，インターネット等による気象情

報，市役所等による津波に関する情報収集を行う。 

（避難が必要な場合） 

避難経路を通って避難場所に避難するように放送で指示を

する。 

（避難誘導）放送の指示により，上靴のまま避難させる。 

（避難場所） 

学校裏門から避難し，両谷２丁目の裏山農道（避難場所）

へ避難する。 

（人員確認） 

学級担任が生徒の人数を確認し，校長に報告する。 
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Ⅹ 毒物・劇物の管理 

 １ 毒物・劇物の保管庫の管理 

    (1) 毒物・劇物は施錠庫で管理する。 

    (2) 保管庫の開閉は教職員が行う。 

    (3) 使用量を記録簿に記入する。 

 

 ２ 実験の安全確保 

    (1) 実験の手順を正確に行う。 

    (2) 予備実験を必ず行う。 

    (3) 薬品・火気の安全を確保する。 

 

 ３ 事故発生時の対応 

    (1) 生徒の安全を第一とする。 

    (2) 必要に応じて関係諸機関と連携をとる。 

    (3) 報道機関等への対応は，窓口を一本化し，校長か教頭が対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ４ 事故発生時の連絡先 

 

 呉市教育委員会（学校安全課） ２５－３４５６ 

 呉市東保健所（予防課） ７１－９１７６ 

 学校医（二井谷内科） ７１－３７００ 

 学校薬剤師（西本広薬局） ７１－７４０６ 

 広警察署 ７５－０１１０ 

 呉市東消防署 ７４－０１１９ 

 

理科室・教室 

校長・教頭 

担   任 

保 護 者 

病院・消防署 

呉市教育委員会 

警察・保健所 


